
○
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
十
二
号 

 
労
働
安
全
衛
生
規
則

昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
二
号

第
三
十
四
条
の
二
の
六
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
リ
ス
ク
ア

セ
ス
メ
ン
ト
及
び
そ
の
結
果
に
基
づ
く
措
置
の
実
施
に
支
障
を
生
じ
な
い
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
を
次
の

よ
う
に
定

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
適
用

 

令
和
八
年
二
月
二
十
日 

厚
生
労
働
大
臣 

上
野
賢
一
郎 

労
働
安
全
衛
生
規
則
第
三
十
四
条
の
二
の
六
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
及
び
そ
の
結
果
に
基
づ
く

措
置
の
実
施
に
支
障
を
生
じ
な
い
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の 

 

労
働
安
全
衛
生
規
則

則

第
三
十
四
条
の
二
の
六
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
及

び
そ
の
結
果
に
基
づ
く
措
置
の
実
施
に
支
障
を
生
じ
な
い
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定

労
働
安
全
衛
生
法

法
律
第
五
十
七
号

第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
通
知
対
象
物

次
の
各
号
の
い
ず
れ
に

も
該
当

 

一 

次
に
掲
げ
る
物
に
該
当
し
な
い
も
の 



イ 

一
・
四―

ジ
ク
ロ
ロ―

二―
―

一
・
三―

硫
酸
ジ
エ
チ

年
政
令
第
三
百
十

別
表
第
三
に
掲
げ
る

に
規
定
す
る

に
規
定
す
る
四
ア
ル
キ
ル
鉛
及
び
令
別
表
第
六

の
二
に
掲
げ
る
物 

ロ 

則
第
五
百
七
十
七
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
物 

ハ 

則
第
五
百
九
十
四
条
の
二
に
規
定
す
る
皮
膚
等
障
害
化
学
物
質
等 

二 

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲

国
及
び
事
業
者
が
行
う
化
学
品
の

に
基
づ
く
日
本
産
業
規
格
Ｚ

Ｇ
Ｈ
Ｓ
に
基
づ
く
化
学
品
の

次
号

日
本
産

業
規
格
Ｚ

定
め
る
方
法
に
よ
る
化
学
物
質
の
危
険
性
及
び
有
害
性
の
分
類

応

そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
分
類
の
結
果
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
物

国
が
行
う
同
分
類
に
あ

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
国
が
行
う
同
分
類
の
結
果
に
基
づ
く
も
の
に
限
る

 

イ 

が
ん
性
又
は
生
殖
毒
性 

有
害
性
が
あ
る
も
の
と
区
分
さ
れ
た
も
の

当
該
化
学
物
質
の
含

有
量
が
混
合
物
の
有
害
性
区
分
に
影
響
を
与
え
る

次
号

濃
度
限
界

未
満
で
あ
る
こ
と



に
よ
り
混
合
物
と
し
て
の
有
害
性
区
分
に
該
当
し
な
い
も
の
を
除

 

ロ 

は
誤
え
ん

／

に
対
す
る
重
篤
な
損
傷
性
／
眼
刺

ば
く

は

ば
く

 

区
分
一 

ハ 

急
性
毒
性 

は
区
分
三 

三 

化
学
物
質
の
成
分
の
含
有
量

重
量

が
日
本
産
業
規
格
Ｚ
七
二
五
二
に
定
め
る
濃
度
限
界
未
満
で

あ
る

濃
度
限
界
が
定
め
ら
れ
て
い
る
有
害
性
ク
ラ
ス
に
該
当
す
る
も
の
に
限

 


